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【 補 正 の 内 容 】
【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
　 遊 技 に 関 す る 制 御 を 司 る 制 御 基 板 を 、 開 閉 可 能 な 一 対 の ケ ー ス 体 内 に 収 容 し て な る 制 御
基 板 装 置 と 、 該 制 御 基 板 装 置 を 着 脱 可 能 に 搭 載 す る 台 座 装 置 と を 備 え 、 前 記 一 対 の ケ ー ス
体 の 少 な く と も 一 方 と 前 記 台 座 装 置 と に は 、 結 合 処 理 に よ り 前 記 一 対 の ケ ー ス 体 を 開 放 不
能 と す る と と も に 結 合 後 の 結 合 解 除 処 理 に よ り 痕 跡 を 残 し た 状 態 で 前 記 一 対 の ケ ー ス 体 を
開 放 可 能 と す る 複 数 の 結 合 手 段 を 設 け た 遊 技 機 に お い て 、
　 前 記 台 座 装 置 に 対 し て 前 記 制 御 基 板 装 置 を 所 定 の 離 脱 方 向 に 変 位 さ せ る こ と で 制 御 基 板
装 置 の 離 脱 を 可 能 と す る 一 方 、 前 記 結 合 手 段 と し て 、 一 対 の ケ ー ス 体 の 少 な く と も 一 方 と
台 座 装 置 と の そ れ ぞ れ に 、 前 記 離 脱 方 向 と は 異 な る 向 き に 延 び 且 つ 制 御 基 板 装 置 の 装 着 時
に 互 い に 連 通 す る 連 通 孔 部 を 有 す る 結 合 体 を 形 成 す る と と も に 、 該 結 合 体 を 易 破 断 部 に て
破 断 可 能 に 連 結 し 、
　 前 記 複 数 の 結 合 手 段 の う ち い ず れ か の 結 合 手 段 の 前 記 連 通 孔 部 に 、 弾 性 変 形 可 能 な 係 止
部 を 有 す る 挿 通 部 材 を 挿 通 さ せ る こ と で 前 記 一 対 の ケ ー ス 体 を 開 放 不 能 と す る 構 成 し た こ
と を 特 徴 と す る 遊 技 機 。
【 請 求 項 ２ 】
　

【 請 求 項 ３ 】
　

【 請 求 項 ４ 】
　

【 請 求 項 ５ 】
　

前 記 台 座 装 置 の 台 座 面 に 沿 っ て 前 記 制 御 基 板 装 置 を ス ラ イ ド さ せ る こ と で 制 御 基 板 装 置
の 離 脱 を 可 能 と し 、 そ の ス ラ イ ド 方 向 と は 直 交 す る 向 き に 延 び る よ う 前 記 連 通 孔 部 を 形 成
し た こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ に 記 載 の 遊 技 機 。

一 対 の ケ ー ス 体 の 少 な く と も 一 方 と 台 座 装 置 と の い ず れ か の 結 合 体 に の み 前 記 易 破 断 部
を 設 け 、 且 つ 前 記 挿 通 部 材 は 前 記 易 破 断 部 を 設 け た 方 の 結 合 体 に の み 係 止 可 能 と し た こ と
を 特 徴 と す る 請 求 項 １ 又 は ２ に 記 載 の 遊 技 機 。

前 記 台 座 装 置 は 、 遊 技 機 本 体 に 固 定 さ れ た 第 １ 台 座 部 材 と 、 前 記 制 御 基 板 装 置 を 搭 載 し
、 前 記 第 １ 台 座 部 材 に 対 し て 回 動 可 能 に 設 け ら れ た 第 ２ 台 座 部 材 と を 備 え 、 一 対 の ケ ー ス
体 の 少 な く と も 一 方 と 第 ２ 台 座 部 材 と に 前 記 結 合 手 段 を 設 け た こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １
乃 至 ３ の い ず れ か に 記 載 の 遊 技 機 。

前 記 遊 技 機 本 体 と し て 遊 技 機 前 面 側 に 開 放 さ れ た 筐 体 を 有 し 、 前 記 台 座 装 置 の 第 １ 台 座



【 請 求 項 ６ 】
　

【 請 求 項 ７ 】
　

【 請 求 項 ８ 】
　

【 請 求 項 ９ 】
　

【 請 求 項 １ ０ 】
　

【 請 求 項 １ １ 】
　

【 請 求 項 １ ２ 】
　

【 請 求 項 １ ３ 】
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部 材 を 、 前 記 筐 体 の 内 側 背 面 部 に 固 定 し た こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ４ に 記 載 の 遊 技 機 。

前 記 結 合 手 段 を 、 前 記 第 １ 台 座 部 材 と 前 記 第 ２ 台 座 部 材 と を 連 結 す る 回 動 連 結 部 の 近 傍
に 設 け た こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ５ に 記 載 の 遊 技 機 。

前 記 結 合 手 段 を 、 前 記 回 動 連 結 部 と 前 記 制 御 基 板 と の 間 の 領 域 に 設 け た こ と を 特 徴 と す
る 請 求 項 ６ に 記 載 の 遊 技 機 。

前 記 結 合 手 段 の 連 通 孔 部 に お け る 挿 通 部 材 差 込 口 と は 逆 側 を 、 前 記 挿 通 部 材 の 係 止 部 に
対 す る 弾 性 変 形 操 作 が 不 可 能 と な る よ う 封 鎖 部 材 で 覆 う 構 成 と し た こ と を 特 徴 と す る 請 求
項 １ 乃 至 ７ の い ず れ か に 記 載 の 遊 技 機 。

遊 技 に 関 す る 制 御 を 司 る 制 御 基 板 を 、 開 閉 可 能 な 一 対 の ケ ー ス 体 内 に 収 容 し て な る 制 御
基 板 装 置 を 備 え 、 前 記 一 対 の ケ ー ス 体 に は 、 結 合 処 理 に よ り 両 ケ ー ス 体 を 開 放 不 能 と す る
と と も に 結 合 後 の 結 合 解 除 処 理 に よ り 痕 跡 を 残 し た 状 態 で 両 ケ ー ス 体 を 開 放 可 能 と す る 複
数 の 結 合 手 段 を 設 け た 遊 技 機 に お い て 、
　 一 方 の ケ ー ス 体 に 対 し て 他 方 の ケ ー ス 体 を 所 定 の 開 放 方 向 に 変 位 さ せ る こ と で 両 ケ ー ス
体 の 開 放 を 可 能 と す る 一 方 、 前 記 結 合 手 段 と し て 、 両 ケ ー ス 体 の そ れ ぞ れ に 、 前 記 開 放 方
向 と は 異 な る 向 き に 延 び 且 つ 前 記 ケ ー ス 体 の 閉 鎖 時 に 互 い に 連 通 す る 連 通 孔 部 を 有 す る 結
合 体 を 形 成 す る と と も に 、 該 結 合 体 を 易 破 断 部 に て 破 断 可 能 に 連 結 し 、
　 前 記 複 数 の 結 合 手 段 の う ち い ず れ か の 結 合 手 段 の 前 記 連 通 孔 部 に 、 弾 性 変 形 可 能 な 係 止
部 を 有 す る 挿 通 部 材 を 挿 通 さ せ る こ と で 前 記 両 ケ ー ス 体 を 開 放 不 能 と す る 構 成 し た こ と を
特 徴 と す る 遊 技 機 。

一 方 の ケ ー ス 体 の ケ ー ス 面 に 沿 っ て 他 方 の ケ ー ス 体 を ス ラ イ ド さ せ る こ と で 両 ケ ー ス 体
の 開 放 を 可 能 と し 、 そ の ス ラ イ ド 方 向 と は 直 交 す る 向 き に 延 び る よ う 前 記 連 通 孔 部 を 形 成
し た こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ９ に 記 載 の 遊 技 機 。

一 方 の ケ ー ス 体 の 結 合 体 に の み 前 記 易 破 断 部 を 設 け 、 且 つ 前 記 挿 通 部 材 は 前 記 易 破 断 部
を 設 け た 方 の 結 合 体 に の み 係 止 可 能 と し た こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ９ 又 は １ ０ に 記 載 の 遊
技 機 。

前 記 結 合 手 段 の 連 通 孔 部 に お け る 挿 通 部 材 差 込 口 と は 逆 側 を 、 前 記 挿 通 部 材 の 係 止 部 に
対 す る 弾 性 変 形 操 作 が 不 可 能 と な る よ う 封 鎖 部 材 で 覆 う 構 成 と し た こ と を 特 徴 と す る 請 求
項 ９ 乃 至 １ １ の い ず れ か に 記 載 の 遊 技 機 。

前 記 挿 通 部 材 は 中 空 状 の 筒 部 を 有 し 、 該 筒 部 に は 、 前 記 係 止 部 と し て 、 通 常 状 態 で は 筒
部 外 周 面 よ り 突 出 し 内 周 方 向 へ の 押 圧 に よ り 筒 部 外 周 面 又 は そ れ よ り も 内 方 に 押 し 込 ま れ
る 係 止 爪 部 を 形 成 し た こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ 乃 至 １ ２ の い ず れ か に 記 載 の 遊 技 機 。
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